
|2 奨学生の資格
次の(1)~(3)のすべての要件を満たしていること。

なお、令和6年能登半島地震又は令和6年奥能登豪雨に被災した生徒等にあっては、 (1)と(3)の要件を満たし

ていること。

(1) 保護者等が石川県内に現に引き続き 3年以上居住しており（ただし、高等学校（中等教育学校の後期課程、

特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。）及び専修学校高等課程の生徒については、保護者等が石川県内に

現に居住していること。）、高等学校、大学（大学院を除く。）、高等専門学校及び専修学校（修業年限が

2 年以上の高等課程又は専門課程に限る。）に在学する学生•生徒にあって、次のいずれかに該当すること。

ア 在学する学校における学業成績が、平均水準以上であること。

イ 特定の分野において特に優れた資質・能力を有すること。

ウ 在学する学校における勉学に意欲があり、学業を確実に修了する見込みがあること。



※緊急採用に該当するかどうかを事前に石川県教育委員会に確認
しますので、詳細を学生支援課経済支援係までお知らせください。
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|5 採用決定
奨学生願書及び学校長の推薦調書をもとにして、選考審査会に諮り、採否は学校長を通じて通知します。

|6 貸与期間、方法
採用を決定したときから採用年度末まで、原則、毎月 1回本人名義の預金口座に振り込みます。

（ただし、 「緊急採用奨学金継続願」の提出があった場合には、翌年度末まで貸与を継続します。）

|7 返還について
(1) 奨学金の貸与が終了したときは、連帯保証人（原則父母とし、父母がいない場合や、特別な事情がある

場合にはそれに代わる者とする。）及び保証人連署の上、印鑑登録証明督を添付して、奨学金借用証響を

提出することになります。

(2) 返還は貸与終了の 1年後（途中辞退者は6ヶ月経過後）から始まり、原則「口座振替」となります。

返還は無利子で、返還期間及び返還方法については、最長20年以内（貸与総額等により異なる）で年賦・

半年賦・月賦があり、これらは奨学金借用証書提出時に本人の申し出により決定されます。

なお、進学、病気、その他正当な理由があると認められるときは、願出により返還を一定期間猶予する

ことができます。

(3) 正当な理由がなく資金の返還が遅延したときは、年10％の割合で計算した額の延滞利息の徴収や、返~

残額の全部又は一部の繰上げ返還を請求することがあります。

なお、就職先等による返還免除制度はありませんので留意してください。

|8 申請をする前に
石川県育英資金は無利子ですが、元本は全額返還の必要があります。

将来の返還計画について家族で考えておきましょう。

返還に関するQ&A

Q1.返還はいつから始まりますか？

A 1.卒業して1年後から返還が始まります。

Q2.返還は誰が行うのですか？

A2.奨学生本人又は連帯保証人（原則、父又は母）が行います。

なお、進学や病気・失業など返還が困難な理由がある揚合には、返還を一定期間猶予することができます。

Q3.とのような返還方法がありますか？

A3.返還は月払い、半年払い (6月、 12月）、年払い (12月）から選択します。原則、口座振替で返還します。

Q4.返還年数や1回の返還額はどれくらいですか？

A4.貸与総額によって異なりますので、詳細については下記までお問い合わせください。

,C
給

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

（問い合わせ先） 石川県教育委員会事務局 教育政策課
笠校経営グループ石川県育英資金担当
'f 920-8575 金沢市鞍月 1丁目 1番地
TEL (076) 225-1816 （直通）
FAX (076) 225-1814 


